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行政文書・古文書保存管理講習会講演

公文書管理条例の制定に向けて
～住民から信頼される自治体になるために

早川和宏（大宮法科大学院大学准教授／法律事務所フロンティア・ロー客員弁護士）

平成22年11月19日（金），県立文書館との共催で「行
政文書・古文書保存管理講習会」を開催しました。公文
書管理法の制定を受けて自治体の文書管理も問い直され
ているところであり，午前中の講演会では，大宮法科大
学院大学の早川和宏准教授をお招きし，住民から信頼さ
れる自治体になるために今後どのような取組を進めてい
くべきかについてお話しいただきました。
午後からは分科会を開催し，行政文書分科会では広島

県文書管理制度見直しの論点と文書館の選別収集基準・
利用除外基準について，古文書分科会では虫損資料の
リーフキャスティングによる修復について，報告と実習
を行いました。

一　はじめに

昨日，約30年ぶりに広島平和記念資料館を見学し，

資料が残っているからこそ語り継ぐことができると

いうことをまざまざと感じた。あれほどのインパクト

はないかもしれないが，行政文書も残っていることに

よって，将来の人々の考える材料になったり，自らの

祖先に思いをいたすきっかけになったりという，大き

な力を持つものだと思っている。

二　公文書管理と地方公共団体

1 公文書等の管理に関する法律（公文書管理法）の

インパクト

（1）公文書管理法の構造

公文書等の管理に関する法律（公文書管理法）が昨年

7月に公布された。この法律の章立は，第二章が行政

文書，第三章が法人文書，第四章が歴史公文書等，第

五章が公文書管理委員会となっている。行政文書，法

人文書，歴史公文書等という三つの文書についてしっ

かり管理をすること，また，利用の可否の判断等，管

理の適正を担保するため，公文書管理委員会という専

門的な組織を置くこと。これが公文書管理法の大雑

把な構造である。国は，情報公開の対象となる行政文

書，法人文書だけではなく歴史公文書等についても，

法律によってしっかり管理することにしたという点を

再認識していただきたい。

（2）公文書管理法にいう「公文書等」

公文書管理法にいう「公文書等」とは何であるのか

ということは，第 2条第 8項から明らかである。ここ

では，「公文書等」が，行政文書，法人文書，特定歴史

公文書等の 3種類に分けられている。行政文書は国の

行政機関の文書，法人文書は独立行政法人等の文書で

あり，特定歴史公文書等は国の行政機関等から国立公

文書館（又はそれに類する組織）に移管されたもの，あ

るいは個人等から国立公文書館等へ寄贈・寄託された

ものである。特定歴史公文書等になったから法律で管

理するのであり，特定歴史公文書等でないものは，歴

史資料として重要なものであっても，管理の対象とは

ならないのである。

（3）公文書管理法が地方公共団体に要求している
事項

公文書管理法による管理の対象となる文書に，地方

公共団体の文書は含まれていないが，第34条に「地方

公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有す

る文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及

びこれを実施するよう努めなければならない。」とい

う努力規定が置かれている。法律用語で「努めなけれ

ばならない」というのは，やらなくてもいいという読

み方をすることもできる。それでは，今までどおりや
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らなくてもいいと思うかもしれないが，「今までどお

り」というのが間違っている。

2 そもそも論としての公文書管理

地方公共団体においては，公文書管理法があろうが

なかろうが，文書を保存し，しっかり管理することは

そもそも義務として存在していたと解すべきである。

憲法第92条には「地方公共団体の組織及び運営に関す

る事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定

める。」と規定されている。地方自治の本旨とは，住

民自治と団体自治の二つの考え方からなっている。ま

た，第94条には，地方公共団体の任務として，財産管

理，事務処理，行政執行，条例制定があげられている。

これらの仕事も，地方自治の本旨にのっとって行う必

要があるので，住民自治という考え方に基づくべきで

ある。住民のためにその仕事を行い，仕事を行うため

に文書を作成・管理することは，そもそも憲法上の任

務を実施する上での前提作業に含まれていると考える

べきである。

また，地方自治法第149条第 8号には，地方公共団

体の長の任務として「証書及び公文書類を保管するこ

と」が明記されている。そもそも地方自治法上，文書

管理が長の事務に含まれているのである。教育委員会

等の他の執行機関については，これに類する規定があ

る訳ではないが，憲法の規定をふまえれば，その仕事

を任されている以上その文書は住民のものであり，適

正に管理するのは必然ということになる。

公文書管理法は，現在の文書だけでなく，歴史公文

書等という古い文書の管理についても定めているが，

後者については，すでに公文書館法に規定があった。

その第 2条には，この法律において「公文書等」とは，

「国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録

（現用のものを除く）」と規定されている。現用のもの，

つまり情報公開の対象となる組織共用文書以外のもの

を地方公共団体が持っていれば，公文書館法でいうと

ころの「公文書等」になる。公文書管理法でいう「公

文書等」と，公文書館法でいう「公文書等」は違うの

である。

また，公文書館法第 3条には，「国及び地方公共団体

は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に

関し、適切な措置を講ずる責務を有する。」と規定され

ている。このように，古い公文書の管理についても，

もともと公文書館法によって責務が課されていたので

ある。しかし，この法律は公文書館を持っている自治

体にしか関係がないという認識が一般的だったので，

実際には行っていないところが多かったのである。

国の場合も，国民主権であることをふまえれば，国

が行う仕事に係る文書の持ち主は国民であり，その文

書を適正に管理するべきだということは，憲法から導

き出せるはずである。しかし，国では公文書管理法を

わざわざ作った。法律は，基本的には不都合があるか

ら作るものであり，国が不都合を認識したので，公文

書管理法が制定されたのである。地方公共団体におい

ても，もし似たような不都合があるならば，条例とい

う形でそれをなくしていくための方策を練るべきだと

いうことになる。

三　公文書管理の必要性

1 国における公文書管理の必要性

では，国の方の不都合は何だったのかということ

を，公文書管理法第 1条の規定によって見ていきた

い。ここではまず，公文書等が「国民共有の知的資源

として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの

であることにかんがみ」と書かれている。わざわざ書

かれているのは，従来はそうではなかったということ

で，公文書等が国民の知的資源であることにかんがみ

ていなかったが故に適正な管理をしていなかったので

ある。具体的には，消えた年金記録の問題や，海上自

衛隊の補給艦「とわだ」の航海日誌が廃棄されていた

ことなどがあげられる。地方公共団体にあっても，そ

の文書は住民のものであり，そのことにかんがみて適

正な管理をしているかどうかが問われている。この点

について胸を張れるのであれば問題ないが，自分の所

もまずいということであれば，国と似たような形で努

めなければならないことになる。

次に，「行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の

適切な保存及び利用等を図り」という部分だが，国で

はこれができていなかった。地方公共団体で，文書管

理に問題がないように見えているとすれば，それは問

題がないから問題がないように見えているのか，問題

が明らかになっていないから問題がないように見え

ているのかを検証する必要がある。社会保険庁の場合

は後者で，年金記録問題が出るまでは，ちゃんとやっ

ていると思っていた。この点は，地方公共団体でも再

チェックする必要があるし，歴史公文書等については

きちんとできていない所が多いので，これについて

も管理する必要があることを再認識しなければなら

ない。

次に「もって行政が適正かつ効率的に運営されるよ

うにするとともに、国及び独立行政法人等の有するそ

の諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全
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うされるようにすること」と書かれており，これが法

律の最終的な目的となる。もし，行政内部のための文

書管理であるならば，文書管理規則・規程という内部

ルールでも問題ないが，内部だけでなく外部にいる

国民や住民に対して説明責務を全うすることが要請

されているのである。したがって，そのルールについ

ては，内部的な了解だけでは足りないはずである。規

則・規程は住民の同意を得たものではなく，首長や制

定権者の判断ですぐ変えることができる。ところが，

条例になれば，住民の代表者である議会が同意をして

始めて変えることができるので，住民のコントロール

がしっかり及ぶことになる。

また，現状では，文書の廃棄が規則や規程で定めら

れているが，住民の財産の一部を捨てることになるの

で，本来は持ち主の同意が必要になるはずである。規

則・規程はあくまでも内規であり，住民が同意してい

ないのにも関わらず，捨てているのである。これは，

考え方としてはおかしいと言わざるを得ない。

2 地方公共団体における公文書管理の状況

昨年，全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（全史

料協）の調査研究委員会では，全国の都道府県，市区

町村に対して，文書管理についてのアンケートを実施

した。文書管理に関する最も基本的な例規の形式につ

いて尋ねたところ，約96％の自治体が文書管理規則・

規程であった。これが本当にいいのかということにつ

いては，前述のとおりである。

また，文書管理例規中に保存期間満了文書から重要

な公文書等を保存する何らかの規定があるかと尋ねた

ところ，全体の約 6割が「ない」と回答した。文書管

理規則・規程は，基本的には現在の仕事のための文書

管理を中心に考えており，保存期間満了後に重要な文

書を残すということはそもそも観念されていない場

合が多い。公文書管理法の趣旨には後者も含まれてい

るので，自らの所属団体の規定を再確認していただき

たい。

3 公文書管理の効果

地方公共団体においては，公文書管理法第34条のみ

ならず，そもそも憲法や地方自治法によって，適正な

公文書管理を行うべきであった。ただ，やるべきとい

われたからやるというのでは，モチベーションが上が

らない。そこで，文書管理をすることによりどのよう

な効果があるのかを見ていきたい。

公文書管理の在り方等に関する有識者会議最終報告

には，トレーサビリティ，クレディビリティ，アクセ

シビリティの三つを確保すると，最終的にアカウンタ

ビリティが果たせるという構造が示されている。ま

ず，トレーサビリティ（文書の追跡可能性）が確保され

れば，すぐ探してすぐ仕事ができるようになり，職務

遂行が楽になるはずである。ある調査によると，一般

的な職員が 1日の間に文書を探すのに費やす時間は20

分程度ということである。文書を追跡できるようにし

ておくことは，仕事の効率性という点で大変重要度が

高いし，住民が開示請求をしたときにその文書がすぐ

出てくることになるので，住民の権利を実現させる面

でも非常に意義がある。

次に，クレディビリティ（文書管理に対する信用）が

確保されていれば，住民から「都合の悪い文書は捨て

ているんじゃないの？見せないようにしているんじゃ

ないの？」といった疑いの目を向けられなくてもすむ

ようになる。今は規則・規程によって文書管理をして

いるので，うがった見方をすれば，都合の悪い文書は

規定を変えてすぐに捨てることができる。これが条例

であれば，勝手には変更できないので，住民の側が疑

いの目を持ちにくくなる。文書管理について住民が信

頼してくれれば，行政職員も自信を持って仕事がで

きる。

また，アクセシビリティ（文書の利用可能性）が確保

できれば，住民が行政の活動を検証することができる

ようになり，行政に対する信頼が生まれる。行政の側

では，いつ住民から検証されても大丈夫な緊張感を

持った職務遂行が行われ，一段と適正な行政が実現さ

れるようになる。住民の側からみれば，判断材料を手

に入れることができるようになり，本当の意味での住

民主権を実現することが可能になる。

アカウンタビリティ（説明責任）については，現在

だけではなく将来も含まれる。現在の文書を現在の住

民に対して公開するのが情報公開制度であるのに対

して，歴史公文書等は，現在の文書を残しておくこと

によって，将来の住民に対するアカウンタビリティを

果たすものである。行政職員から見ると，自分の仕事

を今評価してもらえなくても，将来の再評価に期待で

き，仕事に対するモチベーションを高めることにつな

がると思う。住民に対して，今の段階で見せることが

できない情報があるのはやむを得ないが，将来にわ

たって見せないことは正当化できない。例えば，日露

戦争時の日本軍の配備状態は，当時敵側に洩れたら大

きな問題が発生しただろうが，今となっては何の問題

もない。このような非常に機密度が高い情報でも，長

いスパンで考えれば見せることが可能となり，その段

階でようやく説明責務を果たすことができる。そのた
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めには文書が残っていることが必要である。残ってい

れば住民が見て検証することができるので，時代を越

えた行政監視が可能となる。また，文書が残っていれ

ば，地域に対する愛着が育めるようにもなると思う。

四　これからの公文書管理

1 公文書管理法の趣旨

それでは，これからの公文書管理はどのようにして

いくべきであろうか。公文書管理法の趣旨にのっと

るときに考えるべきことについて， 5点ほど挙げてみ

たい。

まず 1点目は，目的を共有することである。多くの

地方公共団体は，国と同じような問題を抱えていると

思われるので，最低限似たような目的を入れておく必

要がある。ただし，それに縛られる必要はない。文書

管理はあくまでも当該地方公共団体の事務なので，新

たな目的を付け加えることはむしろ望ましい。例えば

広島で言えば，原爆関係の資料を重点的に残すという

ことが入っていてもいいし，教育・文化の向上や郷土

愛の醸成を入れることもできるだろう。

2点目は，情報公開制度の射程が及ぶ文書（＝現用

文書）のみならず，地方独立行政法人等，住民から見

て地方公共団体と同視し得る各種法人の現用文書や，

（特定）歴史公文書等も射程におくことである。例え

ば，町営プールの管理を指定管理者に委ねていたとし

ても，住民は町がやっていると思っているので，しっ

かり文書を管理させる必要が出てくる。規則・規程は

内部ルールであるから，別法人に網を掛けるために

は，条例が必須ということになる。

3点目は，情報公開制度において開示請求の対象か

ら外されている非現用文書についての利用請求権を明

らかにすることである。将来的に見せることを念頭に

置いて文書を残しているので，歴史公文書等について

も見る権利を確保する必要がある。広島では，県と広

島市に公文書館があるが，地方自治法上，このような

公の施設を利用する権利が存在するので，それに基づ

いて歴史公文書等を見る権利を基礎づけることができ

る。しかし，公文書館的な施設がない場合，文書を見

せる根拠は情報公開条例だけである。この条例の対象

文書は，一般的には組織共用文書であり，保存期間が

切れたものは該当しない。これについての権利を別に

定めておかないと，権利が消滅してしまう。したがっ

て，情報公開条例における開示請求権と同様に，公文

書管理条例において歴史公文書等の利用請求権を定め

ておく必要がある。

4点目は，公文書管理委員会に類する，専門的・第

三者的機関を設置することである。公文書の管理に際

しては，最初から歴史公文書等になることを見越し

て，永久に残すための手当てをしておく必要があり，

専門性が要求されるからである。国の公文書管理委員

会では，特定歴史公文書等の利用に関する不服申立て

の諮問も受けることになっている。専門的判断に基づ

いて，開示・不開示の決定が正しいかどうかをチェッ

クする機能を果たしており，同様の組織は地方でも必

要である。公文書管理委員会の中に情報公開，個人情

報保護，行政文書管理，歴史公文書等管理といった部

会を設けるという方法もあるだろう。

5点目は，公文書等の管理を適正になすためのシス

テムを整備することである。公文書管理委員会だけで

なく，各組織の文書管理が適正であるのかを恒常的に

チェックする機能を整備する必要がある。国では，文

書管理についての報告の義務や，内閣総理大臣が勧告

をする権限，あるいは研修等が法律に規定されている

が，まねをする必要はなく，文書管理を適正になすた

めのシステムが整備されていればいい。例えば，富山

県南砺市のように，抜き打ちテストをするのもいいか

もしれない。

2 条例の制定は必要か

それでは，条例の制定は必要であろうか。住民自治

を実現するためには，住民のコントロールが文書管理

に及んでいることが必要で，そのためには条例とい

う形式が最も望ましい。また，現在の自治体における

文書管理は，首長部局は首長部局，教育委員会は教育

委員会という形でそれぞれ別の規則・規程を定めてお

り，組織体として統一的な文書管理を実現するために

は，条例という形が考えられる。例えば，情報公開の

事務についても，首長部局と教育委員会部局は本来

別々であるが，情報公開条例で基本的な部分を括って

いる。同様のことをするためには，やはり条例という

形での文書管理が必要となる。

法人文書への対応のためにも，条例制定は必要であ
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る。法人は当該地方公共団体とは別の人格を持ってお

り，そこに対して義務を課すためには条例でなければ

ならないというのが地方自治法第14条第 2項の考え

方である。

また，文書管理の実効性を確保するためには，何ら

かの形でペナルティを規定することが必要であり，私

は刑罰を定めるべきだと思っている。うっかり捨てた

ときに処罰されるのは行き過ぎだが，自分にとって都

合が悪いから捨てたというときには刑罰を定めておい

ても問題はないし，逆にそのような人をしっかりと処

罰できるようにしておくことは，住民の安心感につな

がると思う。ちなみに，国は公文書管理法の中に刑罰

規定を置いていない。その理屈は，国家公務員法に定

める懲戒処分があるし，刑法に定める公用文書等毀棄

罪もあるので大丈夫だということである。しかし，文

書管理規則・規程に違反したから懲戒処分にした例は

ほとんどないし，公用文書等毀棄罪の過去の裁判例を

見ると，交通違反の反則切符を破ったというものが多

い。公務員がわざと文書を捨てたのがこれと同じ罪名

というのは納得できないので，別の刑罰を条例の中で

定めておくことを検討してもいいだろう。

また，情報公開法の第26条と公文書管理法の第34条

は，文言がほぼ同じであり，情報公開法第26条への対

応として，全国の地方公共団体は情報公開条例制定と

いう手段を選択をした。住民から見ると条文は同じで

あり，類似規定への対応との整合性という観点からい

けば，公文書管理についても条例が必要になると思わ

れる。

3 行政文書の管理

4 法人文書の管理

行政文書については，昨年度の村岡正司氏の講演を

参考にしてほしい（『広文協通信』第17号参照）。法人文

書については，前述のように，住民から見て地方公共

団体と同じに見える団体も含めて，条例で規定するべ

きである。

5 歴史公文書等の管理

（1）公文書館の不存在

地方では，公文書館がほとんど存在しない。公文書

管理法が出来たから公文書館を作らなければならない

と言っても，多分無理である。この法律は，公文書館

による公文書管理がなされることを必ずしも要求して

いない。地方では公文書館があるという前提をクリア

していない所が圧倒的多数なので，必ずしも公文書館

という形で行う必要はない。既存施設の転用や，複合

施設にすること，あるいは情報公開の窓口と歴史公文

書等の利用窓口を一緒に設けるという方法もあり得

る。とにかく，残して利用させるのが肝なので，それ

ができているのであれば，公文書管理法の趣旨にのっ

とっていることになると言えるだろう。

（2）行政文書＝歴史公文書等？

移管される歴史公文書等は，もとは行政文書だった

もので，物理的には同じものである。役所の建物から

公文書館的施設に移った段階で，役所のルールとして

は別になるかもしれないが，住民からみれば同じもの

が移っただけで，同じように利用できると思っている

はずである。したがって，最低限，情報公開と同じよ

うに利用できなければおかしいし，歴史公文書等の場

合は，現用段階よりも公開の範囲を拡大すべきと考え

られる。

（3）公開の範囲の拡大

国では，情報公開の対象となる文書について，情報

公開法第 5条の第 1号から第 6号で不開示情報を定め

ている。一方，歴史公文書等については，国立公文書

館利用規則（現行）の第 4条を見ると，情報公開法の第

4～第 6号に相当する条文を置いていない。つまり，

これらに相当する情報は，国立公文書館では不開示に

ならないのである。30年も経てば，公共の安全等に関

する情報を公開しても支障はないし，審議検討に関す

る情報についても，自由闊達な審議を妨げるおそれは

ないからである。公文書管理法では，若干利用制限の

範囲を広げて，第 4号と第 6号に相当する情報を入れ

ているが，これと同じように定める必要はない。その

文書が公開されることによってどんなおそれが発生す

るのかは当該地域ごとに異なるはずなので，地域ごと

の判断で問題ない。

個人情報についても，公開の余地は残しておくべき

である。個人が識別できても，50年，100年前のもの

になると，権利が侵害される可能性は少ない。ただ

し，部落問題に係る情報や，遺伝性疾患に関する情報

など，情報の類型によっては権利を侵害するおそれが

ある。これは，個別の団体によって，またどのような

情報を持っているのかによって違うので，それぞれが

検討するべきことである。

（4）公文書館制度のパラダイムシフト

公文書館に移管されるのは，歴史資料として重要な

公文書等であると言われている。今までは，歴史資料

だから公文書館に渡すという理屈でやってきたが，渡

す段階で歴史資料かどうかは分からないこともある。

歴史資料というのは，振り返るときに分かるのであっ

て，今から未来を見ても歴史資料かどうかは分からな

5
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い。「歴

•
史
•
資
•
料
•
と
•
し
•
て
•
重要な公文書等」ではなく，「歴

史資料として重
•
要
•
な
•
公
•
文
•
書
•
等
•
」を残すべきだと思う。

つまり，歴史資料だから残すという考え方ではなく，

重要だから残すという考え方に変えるべきである。そ

の場合，住民の権利や利益に影響を及ぼしているもの

であれば，重要と考えるべきであろう。

五　これまでの（現在の）公文書管理

1 公文書管理に関する誤解

これまでの各自治体の公文書管理は，いくつかの誤

解に基づいて行われている。まず，公文書等は自分の

ものという誤解があると思う。文書は住民に任されて

作っているのであり，自分の都合で捨てていいもので

はない。自分のものだと思っているから，自分の仕事

が終わったらもう要らないと考えてしまうが，仕事

が終わっていても，その効果はまだ残っていること

が往々にしてある。例えば，京都府に防空壕に関する

文書が残っていたが，京都市には残っていなかった。

文書が残っていれば安全性の確認ができるはずだっ

たが，捨てていたので問題になった。京都新聞の報道

（2010年 9月22日）によれば，京都市は「規定に基づく

保存年限が過ぎたため廃棄されたと考えられ、瑕疵と

は言えない」とコメントしたそうである。これは，あ

る意味正しいかもしれないが，防空壕が残っていれば

住民生活に多大な影響が出る可能性があるので，その

文書の効力が残っているという視点で，保存期間を延

長しておくべきであった。住民に影響が出るにも関わ

らず，保存期間が来たから捨てたというのでは，文書

管理の考え方が内向きである。

似たようなことは，例えば体育館の建築に係る文書

についても言える。体育館については，耐震の問題

や，アスベストの問題がある。体育館が使われている

限りその文書は重要だという認識があれば，文書が

残っており，アスベストの吹き付け工事をしたかどう

かは，現地調査をしなくても分かったはずである。仕

事が終わっても効果が残っていて，住民に影響を与え

ているならば，その文書は重要なものとして残すとい

う考え方にするべきである。

また，公文書を見せないこと・残さないことが保身

につながるという誤解もある。国では，情報公開法の

施行前に大量の文書廃棄が行われた。正しく行政が執

行されていても，その証拠が残っていなければ，裁判

で証明できない。裁判所は，行政の判断について，判

断過程が合理的かどうかもチェックする。例えば，都

市計画の決定をした場合，決定した事実だけでなく，

どのように判断して決定に至ったのかをみて，違法か

どうかを判断する。最高裁の判例では，林試の森事件

があるので参照してほしい。判断過程が合理的である

ことを文書で証明できれば，裁判に勝てる。見せない

こと・残さないことよりも，ちゃんと残して見せるよ

うにしておいた方が保身につながるはずである。

2 目的（原則）から見えること

次に，広島県下の自治体の文書管理規則・規程に記

された文書管理の目的を確認してみたい。広島県・広

島市・福山市・安芸高田市等の規定を見ると，基本的

には事務能率の向上，正確・迅速な取り扱い，文書等

の適正な管理等を目的としており，行政のための文書

管理という内向きの視点だと思われる。しかし，公文

書管理法の目的には，「行政が適正かつ効率的に運営

されるようにする」ためだけでなく，「現在及び将来

の国民に説明する責務が全うされるようにする」こと

が入っている。これからの時代は，行政が効率的に行

われるためだけでなく，説明責務を果たすための文書

管理が必要とされているのである。

また，広島県情報公開条例第24条では，文書管理の

目的として「この条例の適正かつ円滑な運用に資す

る」ことを入れている。しかし，広島県文書等管理規

則にはこの目的が書かれておらず，情報公開条例との

不整合を指摘することができる。

3 文書管理の体制

広島県文書等管理規則第 4条によれば，県の文書管

理は，総務課長，文書事務取扱主任，ファイル責任者が

担当することになっている。これらの人は充て職なの

で，文書管理に精通しているかどうかは疑問である。

文書管理については，専門的な部分がある程度必要で

ある。また，同じ文書管理規則で動いているにも関わ

らず，人事異動で課を移ったら文書管理の方法が違っ

ていたという話をよく聞く。なぜかというと，文書管

理担当者の専門性が欠如しており，それぞれが違うや

り方をしているからである。また，文書管理を前例踏

襲で行っていることにも原因がある。前任者がやって

いた通りにすると，伝言ゲームのように徐々にずれて

きて，課ごとに文書管理の方法が違うことになってし

まう。

広島県文書等管理規則の別表では，長期保存すべき

文書の一つに「争訟に関するもので重要なもの（訴願、

訴訟、異議の申立など）」と記されている。しかし，訴願

法は廃止されており，訴願に関する文書が新たに出て

くることはない。これは，前例踏襲の一例であろう。

また，「その他長期保存の必要があると認めるもの」と

6
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記されているが，「その他」の基準が明確でないので，

課ごとに判断が異なる可能性があり，課長が交替した

ら扱いが変わることも起こり得る。実際にある自治体

で，長期保存すべき公文書が，所属長の異動によって

保存されなくなった例を目にしている。このように，

前例踏襲は危険性が高いのである。

4 歴史公文書等の管理

全国的にみれば，歴史公文書等の管理についての規

定がない自治体が多い。しかし，この規定がないと，

公文書管理法の趣旨にのっとったことにはならない。

広島県の場合は，広島県文書等管理規則第 9条第 3項

で，文書館長の審査を受けて，文書館長に引き渡すこ

とが明記されている。審査の権限と引き渡し義務の二

つがセットになっているので，現用の部署が捨てたい

と思っても，文書館側が要求すれば，引き渡さなけれ

ばならない。しかし，広島県教育委員会事務局等文書

管理規程では，文書館長に引き渡すものを，教育委員

会の側で決めることができるようになっている。実際

には文書館の審査が入っているのかもしれないが，規

定上はこっそり捨てることを可能にしていると言わざ

るを得ない。

また，歴史公文書等の利用については，広島県立文

書館設置及び管理条例が定められている。文書館は地

方自治法の定める公の施設であり，設置及び管理に関

する事項を条例で定める必要がある。このうち管理に

関する事項とは，一般に利用制限規定を含むものと理

解されている。公の施設を利用する権利は住民が持っ

ているので，どういった場合にそれが制限されるのか

を条例で定めることが要求されているからである。し

かし，この条例には，利用制限を定めた条文はない。

委任規定が第 5条に置かれており，その委任を受けた

広島県立文書館管理規則の第 8条に，利用制限を定め

た第 1号と第 2号が存在するだけである。規則に委任

されているから一応はいいと解釈するにしても，この

第 1号と第 2号は抽象度が高すぎる。利用制限を具体

的に定めておかなければ，恣意的な制限が可能にな

る。少なくとも情報公開条例の不開示情報と同じもの

を，できればそれよりも広く公開の余地を認めるもの

を定めておく必要がある。

以上，広島県下の規定について思うところを述べて

きたが，似たような状況は全国どこにでもある。この

ような状況から，一歩でも二歩でも踏み出すことがで

きれば，すぐ先進自治体に変わることができる。住民

からみれば，うちの自治体はちゃんと自分たちの方を

向いて，自分たちに見せることを考えた上で文書管理

をしているということで，行政を信頼できるようにな

るはずである。

広島県では，今年10月に「ひろしま未来チャレンジ

ビジョン」を策定しているが，その基本理念は，「将

来にわたって，『広島に生まれ，育ち，住み，働いて良

かった』と心から思える広島県の実現」である。将来

にわたってそのように思えるようにするためには，文

書管理が適正になされて，将来にわたって説明責務が

果たせるようにしておくことが大きな意味を持つので

はないかと思う。

■参加者アンケートから
•「文書管理は住民のためのもの，住民との信頼関係

の基礎である」という講師の言葉が，特に頭の中に

残った。住民が時代を越えて行政を監視するために

は，確かに公文書管理法の精神を実現するための条

例が必要であると思った。
•条例制定の必要性について認識を新たにするととも

に，今後，庁内合意を得る上での説明材料としても

役に立てたい。
•公文書管理法の必要性，効果など，参考になった。

これからの公文書管理について，住民の視点からの

整備が必要であると感じた。
•地方自治を推進していく上で，条例の持つ意義が理

解できた。市民から信頼されるあるべき自治体につ

いて，正面から問いかけられていた。
•国と地方自治体との比較が良くわかった。自治体が

しっかりと取り組んでいかないといけない問題だと

再認識した。 ¶

古文書分科会報告

虫損資料のリーフキャスティング
による修復（実習を含む）

指導：久保清風堂 久保隆史氏・久保義宗氏

（文責：事務局）

古文書分科会では，久保清風堂久保隆史氏・久保義

宗氏（文化財保存修復技術士，文化財保存修復学会会員）を

講師にお迎えして，県立文書館地下 2階荷解室におい

て「虫損資料のリーフキャスティングによる修復（実

習）」というテーマで，漉
すき

嵌
ば

め（リーフキャスティング）

方式による虫損資料の修復の実演と実習の指導をして

いただいた。今回の実習では，真空吸引方式（サクショ

7
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ンテーブル併用）の漉嵌め機を久保清風堂の工房から搬

入して使用した。

まず，漉嵌め方式による資料の修復の実例として，

久保氏が手がけられた洞春寺漢籍本（山口県の指定文化

財）の写真や工房で修復した文書のサンプルなどを参

考にしながら，漉嵌めによる文書の修復の概要につい

て説明していただいた。

漉嵌めによる文書の修復の概要

漉嵌め（リーフキャスティング）は，虫損などで生じ

た資料の欠損部に，適量の紙の繊維を流し込んで補

填する修復方法である。裏打ち紙を使用しないため，

修復後の資料の厚みがほとんど変わらず（本紙＋α程

度），紙の風合いを保ちながら，資料に記録されている

情報を隠すことなく欠損部を補填することができる。

また，手作業に比べて効率よく作業ができる利点があ

る。可逆性も十分確保されている。

漉嵌め方式には， 1#フロート方式， 2#真空吸引方式
（サクションテーブル併用）， 3#流し込み充填方式などが
ある。今回の実習で使用するのは，真空吸引式の機械

で，その特徴としては， 1#真空吸引を行うことにより
欠失部分の紙素

し そ

流入を多くし，断面への吸着を多くし

ていること， 2#使用楮こうぞと填料てんりょう

の調合により吸着力がフ

ロート方式より多く極少量ではあるが本紙裏全体に紙

繊維が吸着すること， 3#本紙裏に紙素を付着させるこ
とにより，欠失部の折れ曲げや引っ張り強度が強化安

定すること，などが挙げられる。

資料の皺
しわ

を伸ばす

修復する文書の紙の素材は様々なので（楮紙・三椏
みつまた

・

雁
がん

皮
ぴ

など和紙，洋紙，竹
ちく

紙
し

など），漉嵌めで流し込む紙繊

維の素材は修復する文書に合ったものを使用すること

が大切である。また，紙繊維を水で溶いて流し込んだ

だけでは乾燥したり折り曲げると修復した部分がはず

れてしまう場合があるので，トロロアオイやノリウツ

ギなど植物性の填料を適宜加えている。修復する文書

に白土や米粉などの填料が使用されていると，それら

が水に溶けて流れ出す可能性があるため，漉嵌め方式

での修復ができない場合もある。

漉嵌めによる修復の実習

上記の説明を受けたあと，実際に漉嵌め機を使用し

た文書の修復を久保氏に実演していただき，参加者も

一人ずつ久保氏の指導を受けながら，漉嵌め機を使っ

て虫損の甚しい和書を材料に用いて修復を体験した。

紙素を流し込む

《実習の作業手順》

1# 補修する資料を裏面が上になるように養生紙

（レーヨン紙）の上にひろげて，ピンセットで文書

の皺や虫損部分を伸ばす。

2# 霧吹きで資料を湿らせて，養生紙（レーヨン紙）

に定着させる。刷毛で文書の皺を伸ばす。

3# 養生紙に載せた資料を漉嵌め機のサクション

テーブルの上に置く。資料の皺や虫損部分などを

ピンセットで整える。

4# あて枠を置く。

5# 紙素を文書の真ん中の部分からゆっくり全面に

いきわたるように流し込む。虫損部分の様子をみ

ながら，流し込んでいく。

6# 機械で吸引する。

※ 5#と 6#の作業を何回か繰り返す。

仮張りして乾燥させる

8
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7# 資料をサクションテーブルから取り上げ，簾

す

の

上に載せる。

8# 資料の縁（周りの部分）に糊を 1センチくらい付

け仮張りをして乾燥させる。

実習の参加者からは，漉嵌めによる修復について，

実際に体験しながら学べてよく分かった，今後修復し

なければいけない資料が出てきた時の参考になった，

など好評の感想をいただいた。

■参加記・・・・・・・・・安芸高田市歴史民俗博物館　古川恵子

安芸高田市歴史民俗博物館では，安芸高田市に関す

る資料を収集していますが，中には虫損など傷みの激

しい古文書を受け入れることがあります。こういった

ものは活用が難しく，ただ保存するだけになってしま

いがちです。何か参考にできることがあればとの思い

から県立文書館での「虫損資料のリーフキャスティン

グによる修復」の講習会に参加しました。

今回の講習ではじめてリーフキャスティングという

修復方法を詳しく知ることができました。資料に紙繊

維を分散させて作った液体を流し込むと，欠損部分が

補填されるという紙漉きの技術を応用したこの方法の

利点は，接着剤を使わないため可逆性を保つことがで

きます。ほぼ資料本来の厚みで仕上がりますが，資料

全体を補強することにもなるため，欠損部分だけでな

く裂け目のあるものにも有効ということでした。他に

も，資料の両面に文字があってもこの方法なら文字を

覆うことなく修復できるということで，実際に穴の開

いた新聞が見事に補修されているのを見せていただき

ました。

講師の方にご指導いただきながら，実際にリーフ

キャスティングマシンを使っての修復も体験させて

いただきました。水で湿らせてしわを伸ばした資料を

マシンにのせ，虫損箇所を中心に紙繊維の溶液を 2・

3回流し込むと，溶液がマシンに吸い込まれてあっと

いう間に作業が終わりました。自然乾燥させて完成し

た資料を後日送っていただきましたが，修復箇所があ

まり目立たず自然な風合いでした。虫損部分はしっか

り埋められており，とてもきれいな仕上がりとなって

いました。もちろん講師の先生にご指導いただいたた

めですが，この修復方法の習得は比較的容易にできる

のではないかと思うほど作業としては簡単なもので

した。

この修復方法の問題点とされているのは，マシンが

対応できる大きさの資料に限られることや冊子状のも

のは解体する必要があること，損傷の激しいものは処

置中にさらに傷めてしまう恐れがあるとのことでし

た。そして，修復資料に合わせて紙繊維の調節がされ

ているため，それらの原料や配合などの知識もまた必

要となるようで， 1点のみの資料ではなく，今回実習

に使わせていただいた冊子のように同種の資料を多数

修復する場合には作業効率が図れるようです。

博物館には，後世に資料をより良い状態で伝えてい

く使命があります。現時点でこの修復方法を当館で実

践するのは難しいですが，今回のこの講習会で，現在

の修復方法がどのようなものであるかを知ることがで

き，とても参考になりました。今後もこのような研修

に参加させていただき，資料の保存・活用にとって必

要な処置を考えていきたいと思います。 ¶

平成22年度第 2回研修会報告

平成22年度第 2回研修会を，平成23年 2月 4日（金）
に広島市公文書館研修・会議室において開催しました。
今回は「写真資料の収集・保存・活用について」という
テーマで開催しましたが， 9市・ 2町・県及び山口県文
書館から，合計42名が参加しました。広島市公文書館
の高野和彦館長の挨拶に続いて，同館の池本公二主幹か
ら，「広島市公文書館における写真資料の収集・保存・活
用について」と題して報告をしていただき，その後同館
の所蔵資料・施設見学を行いました。以下，池本氏の報
告の要旨と，この研修会への参加記を掲載します。

広島市公文書館における写真資料の
収集・保存・活用について

広島市公文書館　池本 公二

1 沿革・概要

昭和52年 4月　設置，中区基町の広島市立中央図書

館内に事務室を置く。

昭和61年 1月　中区大手町の現在地（当時の市役所西

庁舎）に移転。

平成16年 7月　市街地再開発事業により竣工した大

手町平和ビルに入居。

☆ 組織図
館長 行政情報係

情報公開制度・個人情報保護制度の統括

歴史資料係

保存文書の引継・保存・廃棄，行政資料等の
収集・管理，歴史資料の収集・保存・整理，
市史の編纂，展示会の企画

9
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2 所蔵する歴史資料

（1）資料の内容

公文書館の所蔵資料を大きく分けると，市役所の公

文書，合併町村の役場文書，個人・団体から寄贈（寄

託）を受けた資料，個人・団体が所蔵している資料を

複写した資料となる。このうち，合併町村の役場文書

は質量とも豊富で，当館の中心的資料である。また，

個人・団体からの寄贈（寄託）資料と複製資料も相当

量あり，この中に写真資料も含まれている。

（2）資料の種類

写真のほか文書，図書，地図，絵はがき，チラシ，

ポスター，入場券，テレホンカード，バスカードなど，

広島市に関係のある資料を集めている。

（3）主な資料
•都築正男氏資料（被爆者治療及び原爆症に関する調査

研究資料）

•重家豊氏資料（県内社会・労働運動関係資料）
•寺光忠氏，藤本千万太氏資料（広島平和記念都市建

設法の制定過程資料）

•広島市復興青年運動資料（復興期における青年運動

関係資料）

•高野泉氏，輝本親孝氏資料（戦後広島の演劇活動に

関する資料）

このほかにも，貴重な資料を多数所蔵している。

3 写真資料

（1）外部への提供

営利目的が明らかなものを除いて，かなり緩やかな

条件で外部提供している。写真の検索方法は次のとお

りです。
•市の広報課から引継いだ写真（昭和27年頃から撮

影）については，『広島市公文書館所蔵資料目録　

第35集　写真目録』（平成18年 3月発行）を作成。
•整理した写真（複写分も含む）については，タイト

ル等を入力したエクセルデータを作成（現在のと

ころは公文書館の職員用）。
•公文書館が発行した市史等の図書。
•『受贈資料目録 I 』及び同 II。

利用希望者は，これらの目録や図書を見て，写真の

タイトル等で見当を付けた後，現物（プリント・ネガ

フィルム）で確認する。利用したい写真が見つかれば，

「利用承認申請書」を提出してもらい，その申請に基づ

き提供している。利用に際しては，公文書館の所蔵で

あることを明記するように依頼し，館の周知を図って

いる。提供に当たっては，原則として現物の貸出はせ

ず，プリントがある場合は利用希望者がそれを撮影す

る。プリントがない場合は，以前は公文書館でプリン

トを作成してそれを後日撮影してもらっていたが，最

近はスキャニングしてデータで提供している。また，

著作権・肖像権の問題を考慮して，複写した写真の場

合には原本所蔵者の承諾を必ず得ている。

（2）収集目的

将来の広島市史の編さん資料として収集している。

写真資料には，文字では分からない情報が含まれてお

り，時間が経てば新しい発見があるので，重点的に収

集している。

（3）写真資料の構成

ネガフィルム（ポジフィルムを含む）とプリントから

構成される。内訳は次のとおり。
•公文書館が撮影
•市の広報課が撮影
•市の各課・関係団体が撮影
•市民等から寄贈
•市民や他の機関が所蔵している写真を複写した

もの

（4）収集方法

記念事業で刊行物を発行するときに，写真資料の提

供を呼びかけている。これまでに，『ひろしま今昔』

（昭和55年発行），『図説広島市史』（平成元年発行），『被

爆50周年図説戦後広島市史　街と暮らしの50年』（平

成 8年初版発行）等を発行したが，これらの刊行物に掲

載されている写真のほとんどは，そのときに収集した

写真である。

最近では，市の広報紙「市民と市政」で資料提供を

呼びかけている。平成21年 2月15日号に「懐かしの写

真大募集」という記事を掲載したところ大きな反響が

あり，約100人から300枚以上の写真が集まった。ま

た，平成23年 1月 1日号に「昭和の写真を探していま

す。」という記事を掲載したところ，やはり現在まで

に300枚以上の写真を収集することができた。このほ

10
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か，展示会を開催するときなど，折にふれて提供を呼

びかけ，積極的な収集に努めている。

（5）収集

広島市の街と暮らしに関する写真（街並み・建物，産

業，衣食住，教育，文化風俗等）を幅広く収集し，ネガ

フィルム・プリントはできるだけ原本を寄贈してもら

うようにしている。寄贈が無理なときは，借用して複

写する。その場合，以前は35ミリフィルムを使用して

いたが，最近は 6× 7判の白黒フィルムで複写してい

る。また，デジタルカメラによる撮影やスキャニング

による取込みも，必要に応じて実施している。

（6）整理

寄贈を受けたとき，複写したとき，職員で随時整理

し，目録を作成している。戦前に紙屋町で写真館を営

んでいた松本若次氏の撮影写真（ 1万枚以上）など，大

量に寄贈等を受けた写真資料で未整理であったものに

ついては，平成21年度から，広島県緊急雇用対策基金

事業により，臨時職員を雇用して行っている。

整理の方法は時期によって変わっており，その時々

で一番良いと思った方法を採用しているが，フィルム

をネガ袋に入れ，写真の所蔵者や内容ごとにB6の個

別ホルダーに分けて整理する方法は開館以来一貫して

行っている。その際，ホルダーには写真のタイトル・

所蔵者・撮影者等を記入して管理している。広報課の

写真は，専用のホルダーに入れて撮影日や撮影内容を

記入している。また，プリント類は整理ファイルに入

れて管理しており，大きいプリントは箱や袋に入れて

いる。

（7）活用

公文書館で活用（展示会等で使用）するほか，他団体

の展示会，図書への掲載やテレビ番組での使用などに

提供を行っている。近年，公文書館が開催した写真資

料を中心とした展示会は次のとおりです。

「都市の表情　レンズがとらえた昭和初期の広島　

松本若次写真展」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成22年度

「広島市制施行120周年　ひろしま・人と街の物語」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成21年度

「昭和の広島　昭和30年代～40年代」・・平成21年度

「写真でみる懐かしの広島」・・・・・・・・・・平成20年度

（8）デジタル化

絵葉書（ 2千枚以上）と広報課から引継いだ写真に

ついては，すべてスキャニングしてデータを作製して

いる。

4 課題と展望

写真資料の検索機能が不十分で，資料が十分に活用

できていないこと。また，デジタル化した写真をどの

ような方法で市民に発信し公開していくかなどが課題

です。当館の資料を，だれでもどこでも自由に検索で

きるようになれば，もっと利用が進み，収集した資料

が生きてくると思います。

5 写真あれこれ

※スライドにより，公文書館所蔵の写真資料を紹

介。写真資料から分かる戦前・戦後の広島の風景

や人々の暮らしの様子について，被写体の時代や

場所を特定する過程も含めて解説（詳細は省略）。

写真 1 第四回全国菓子飴大品評会
大正10年（1921年）に，広島県立商品陳列所を会場に開催。
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写真 2　野球少年（昭和20年代後半）
展示会でこの写真を展示したところ，写っている人（少年）
から，ご自身が所蔵されている写真の提供を受けた。

■参加記 1#・・・・世羅町教育委員会 生涯学習課
文化・スポーツ係 主任　林　光輝

世羅町では，歴史系資料館 4館と図書館 3館があり

ます。その中で古写真をテーマとした展示会を開催す

ることや，ときには写真資料についてのレファレンス

業務に対応（照会問い合わせ）することがあります。問

い合わせ事項は，主に学校での授業の教材，郷土誌や

学校統合記念誌等の刊行物への掲載，そして，同窓会・

地域行事での配付資料や掲示資料に使用したいといっ

たことが挙げられます。その内容は，かつての世羅町

の人々の暮らしの様子をうかがうことができる原風景

をよく伝えている写真が欲しいというものです。特に

場所と時代が特定できるものはニーズがあります。

研修会開催趣旨に「写真資料には，文字資料からは

うかがうことができない豊富な情報が含まれており，

近年は活用の頻度が更に高まってきています（後略）

…」とありますが，前述のように，世羅町でも「歴史

資料」としての「写真」の活用が望まれている実態が

あり，先進館の写真資料の収集・保存・活用について

このたび研修受講できましたことは，ちょうど時宜に

かなうものでした。

当日は，広島市公文書館 主幹 池本公二講師から，

広島市公文書館での取り組みについて講義をいただい

たあと施設見学が行われました。

以下，要点を列挙し参加報告に代えさせていただき

ます。

1# 写真資料を歴史資料として位置づけ，内規（収

蔵方法・版権・提供基準）を策定し，その時々に一

番良い方法を考案して収集・整理・保管を行って

きたが，多くの資料から必要なものを抜き出すた

めの検索作業を容易に行うため，写真資料のデジ

タルデータ化を進め，目録と連動したデータベー

スを構築していく計画である。

2# 新しい時代のものでも率先して受け入れを行っ

ている。「アルバムを捨てるときは公文書館へ」

というキャッチフレーズがある。新しい時代のも

のでも年数が経つと見方が変わる場合があり，引

き出せる情報の評価も変わって行くのが理由。

3# 課題として，「対応した職員の記憶力に頼る」と

いった不明瞭な状態を作らないために，条件整備

を進めていく必要がある。写真整理のマニュアル

更新（機器の発達に応じたデータの基準更新を含む），

収蔵スペース確保（物理的条件の整備），人材確保

（人的条件の整備）の検討。また，入荷資料の選別

にあたり，市の各部局との横の連携を強化する必

要がある。その他，公文書館の存在を知らない市

民が多いため，宣伝（情報発信・利用促進・新資料の

募集）も行っていく必要がある。

世羅町においても，根拠法令である「公文書等の管

理に関する法律」（公文書管理法）《平成23年 4月施行予

定》中の「歴史公文書の利用促進」に基づき，内規・

マニュアルづくりを行い，予算確保を図るなど，取り

組んでいく必要があると感じました。

最後に，収蔵庫（24時間空調）内を案内していただい

たとき，膨大な資料の山を前に「相手（申請者）の要望

に公文書館の対応が追いついていないのが現状です」

と話されたのが印象的でした。

■参加記 2#・・・「広島市公文書館の写真コレクション」
広島県立文書館　安藤福平

広島市公文書館の写真コレクションは量・質とも素

晴らしいものである。実は，文化振興課にもこれに匹

敵する写真コレクション（博物館建設準備で収集した資

料）があり，平和記念資料館，それに他の博物館施設

のコレクションを合わせ，広島市の偉大な文化遺産を

形成している。これらのコレクションは原爆投下をは

さんだ前後の時期のものであるだけに，一都市の写真

コレクションを越える意義を持っている。

池本さんもふれていたが，広島市は，編纂事業，展

示会，広報紙での呼び掛け等，さまざまな回路を通じ

て写真資料を収集してきた。それに加えて，今では，

広島市公文書館は，その知名度でも資料が自然に集

まってくる状態にもなっているといってよい（松本写

真館 1万点の写真はその筆頭か？）。

これらの写真コレクションは，報道や出版などでよ

く利用されている。今後の広島の歴史を編纂するのに
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有益なものとなるのはもちろんだが，広く一般の調

査・研究にも活用が十分見込まれる。

広く一般に，自由に，写真へのアクセスを可能にす

るには，その手段が用意されなければならない。が，

写真の検索手段はなかなか難しい。百聞は一見に如か

ず，目録などを見るより現物を見たほうが早い，見て

みないと必要なものかどうかわからない，結局，池本

さんの記憶とカンを頼りに探してもらうのが一番早

い，というような面がある。

とりあえず，大まかな写真群の情報を提供すること

から始めたらどうであろうか。たとえば，写真の出所

ごとにひとつの写真群としてその概要を記述する，ア

レクサンダー・ターンブル・ライブラリ，松本写真館，

等。利用者はその記述を頼りに，関係がありそうな写

真群のなかから必要な写真を根気よく探していく。も

ちろん，個々の写真についての目録は必要である。タ

イトル等を入力したエクセルデータがあるとのことな

ので，これが一般に利用できるようになれば，特定の

語句検索で，意外に早く目当ての写真を発見できるか

もしれない。 ¶

平成 22年度第 2回役員会議事報告

日　時　平成22年11月19日（金） 15：30～16：30

場　所　広島県立文書館研修・会議室
（広島市中区千田町三丁目 7 47）

【出席者】

会　長　八津川 和義（広島県立文書館長）

副会長　高野 和彦（広島市公文書館長）

理　事　津田 文夫（呉市産業部主幹）
保元 幸二郎（三原市総務部総務課長）
瀬尾　浩（福山市企画総務局企画部情報管理課長代理）
藤井 啓介（三次市総務部総務課長）

監　事　田宮 憲明（廿日市市教育委員会文化スポーツ課文化財係主任）

事務局　長澤（事務局長），神原，荒木，西向

オブザーバー　児玉亮一（広島県総務局総務管理部総務課主任主事）
有田 伸矢（広島県企画振興局地域振興部市町行財政課主任）

【協議事項等】

（1）市町へのアンケート調査の実施について

○　前回の第 1回役員会で承認された市町へのアン

ケート調査の実施について，事務局から原案を説明

し，次のような協議が行われた。
•呉市には永年保存文書があり，総務課が管理してい

るが，各市町の永年保存文書について調査したこと

があるか（津田理事）。
•過去のアンケートでは調査したことがない（八津川

会長）。

•基本的には，歴史資料として収集したものにポイン

トが当たってきたので，永年，つまり現用扱いのも

のについては，過去のアンケートでは関心を寄せて

いなかったと思う（長澤事務局長）。
•公文書館法や公文書管理法の趣旨を考えると，30年

経った文書は基本的には公開する方向で進めるべき

だと思うので，永年保存文書の状況についてもアン

ケートをとったらいいと思う（津田理事）。
•国の場合は保存期間が最長30年で，他県も30年以

下に有期限化するところが増えてきている。永年で

あればいつまで経っても文書館で見せることができ

ないし，文書の劣化も進行するので，有期限化に取

り組んでいただきたいと思っている（神原事務局員）。
•今回のアンケートの中で，保存年限がどうなってい

るのかということと，永年保存文書について今後ど

のような考え方をもっているのかということを付け

加えることにしたい（八津川会長）。
•アンケート案では，歴史資料の「収集」と「保存」を

分けてそれぞれ回答を求めるようになっているが，

「収集」することがイコール「保存」になるので，分

ける必要があるのかどうか。また，公文書管理条例

の制定検討状況について，「具体的に対応している」

以下の 8項目から選択するようになっているが，こ

ういったケースならばどの項目に当たるという具体

的な例示があれば，より明確な回答が得られると思

う（高野副会長）。
•後半の具体的な例示についてはもっともなことなの

で，事務局で検討してほしい。前半の「収集」と「保

存」の違いについて，事務局の考え方を説明してほ

しい（八津川会長）。
•「収集」と「保存」を分けたのは，「収集」について

は選別収集基準を設けているかどうかが聞きたかっ

たためである。公文書管理法の趣旨に沿った対応を

するためには，選別収集基準が必要なので，そこを

重視した。「保存」については，いつからいつまで

の合併市町村の文書があるかということで，最終的

には目録作成をしなければ利用に供することができ

ないので，そういう観点から「収集」と「保存」を

分けた（神原事務局員）。
•「収集していない」と回答したところは，「保存して

いない」となるのは自明のことなので，例えば「収

集している」と回答したところだけを，「保存場所

はどこなのか」「目録を作成しているか」という設

問に導くような工夫ができるのではないか（長澤事

務局長）。
•保存場所については，県や広島市は文書館があるの

で集中管理ができると思うが，呉市の場合は，合併

前の文書が旧役場に残っており，総務課がファイル

状況のデータだけは集めているものの，現物の管理

は不十分な状況である（津田理事）。
•今回アンケートを行うのは，合併前に一時的に保存
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した文書が今現在どのような状況になっているのか

を考えるきっかけになればという思いもある。是非

考えていただきたい。また，「収集」と「保存」につ

いては，設問の仕方を工夫するという方向でよいか

（八津川会長）。
•その方向でお願いしたい（高野副会長）。
•只今出た意見をふまえて修正し，改めて役員の皆

さんの了解を得た上で，アンケートに入りたいと思

う。事務局としては，アンケートをいつ頃実施し，

いつ頃回収する予定か（八津川会長）。
• 12月に照会して，1月末に回答していただくような

スケジュールを考えている（神原事務局員）。

（2）今後の事業計画について

ア　報告事項

○　事務局から，次の事項について報告した。

・　今年度の小研修会は，「写真資料の収集・保存・

活用」というテーマで広島市公文書館の池本主幹

に報告をお願いすることとし， 2月 4日（金）に

実施すること。

・　会報『広文協通信』の第18号を近日中に発行す

る予定で準備を進めていること，また最近の会報

は情報提供が少し遅れ気味になっていることか

ら，今年度は臨時にもう 1号（第19号）を発行す

ること。

イ　協議事項

○　来年度の総会に併せて実施する講演会の内容に

ついて，事務局から次の 3案を示した。
1#広島県の公文書管理制度についての報告
2#他県自治体の文書管理についての報告
3#市町へのアンケート調査結果の報告

○　広島県の公文書管理制度見直しの方向性が固

まっていれば，その時点での状況と市町へのア

ンケート調査結果を併せて報告していただきた

い（津田理事），県や他市町の状況を併せて報告し

ていただければ参考になる（藤井理事・瀬尾理事代

理）等の意見が出されたが，流動的な要素もある

ので，もう少し時間を見ながら事務局で案を固め

ることになった。 ¶

お知らせ

東北地方太平洋沖地震による被災歴史
資料保全活動への支援募金について

3月11日の東北地方太平洋沖地震の被災地域に

おける歴史資料保全活動について，歴史資料ネッ

トワーク（史料ネット）が支援募金を呼び掛けてい

ます。歴史資料ネットワークは，1995年に阪神・淡

路大震災の被災資料の救出を目的として結成され

たボランティア団体で，全国各地域の史料ネット

と連携して，被災した歴史資料の保全活動を行っ

ています。

資料ネットワークの連絡先と，募金口座は次の

とおりです。

【連絡先】

〒657 8501 神戸市灘区六甲台町1 1
神戸大学文学部内歴史資料ネットワーク

電話＆FAX：078 803 5565
（平日の13時から17時まで）

URL: http://blogs.yahoo.co.jp/siryo net

e-mail: s-net@lit.kobe-u.ac.jp
【募金口座】

東北地方太平洋沖地震（東北・関東大震災）による
被災歴史資料保全活動支援募金

+ 郵便振替 口座番号：
００９３０－１－５３９４５

+ 加入者名：歴史資料ネットワーク

歴史資料は地域の共有財産であり，その地域固

有の特質・歴史・文化を物語る得難い情報源とし

て，次世代に継承していく必要があります。広島

においても，2001年の芸予地震を契機に広島歴史

資料ネットワーク（広島史料ネット）が発足し，被

災資料の救出活動を行いました（『広島県立文書館だ

より』第18・19号，『広文協通信』第11号参照）。

この度の地震の被害は甚大かつ広範囲にわたる

もので，今後，長期にわたる活動が必要とされる

ことが予想されますので，御協力をお願いします。

事務局から

・「広文協通信」第19号をお届けします。この会報は

年 2回発行していますが，最近は情報提供が少し遅

れ気味になっていたことから，臨時号として発行し

たものです。今後も，ホットな情報をできるだけ早

くお届けしたいと思っておりますので，ご期待くだ

さい。

・本号は，今年度の「行政文書・古文書保存管理講習

会」における早川和宏氏の講演録と古文書分科会の

久保隆史氏・義宗氏の御指導による実習の内容，及

び第 2回研修会における池本公二氏の報告を中心に

構成しました。講師の皆様には大変お世話になりま

した。厚くお礼申し上げます。

広文協
ひろぶんきょう

通信　第19号
2011年 3月 31日 発行

編集・発行 広島県市
し

町
まち

公文書等保存活用連絡
協議会

〒730 0052 広島市中区千田町三丁目 7 47
広島県立文書館 内

TEL（082）245 8444／ FAX（082）245 4541
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